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大量退職の原因となる
計画が具体的に実行さ
れたという事実に基づ
いて、支払等の額が合
理的に算定できる日

制度の一部終了

のうち継続部分
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終了の会
計処理
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給付の増
減額の会
計処理

終了の会
計処理

終了の会
計処理

会計処理

改訂日

（上記参照）

注）制度の継続として分類されるが、会計
処理としては、制度の一部終了（上記参照）

制度の継続（例外）：.給付の大幅減額

①PBOの減少額と支払額との差額

②終了部分相当の未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）

として一括損益処理する

制度の一部終了
に準じる

（終了部分）

制度の継続Ⅱ-③：大量退職（例：概ね半
年以内に30％程度のＰＢＯ
が減少する場合）

制度の継続Ⅲ-①： DB型制度の将来分

のみをDC型制度（退職金前
払制度含む）へ移行
Ⅲ-②：支払等を伴わないDB
型制度からDB型制度への
移行

改訂日

（＝労使合意の結果、規
程等の変更が決定され
周知された日）

①PBOの増減額を過去勤務債務として遅
延認識する

②未認識債務の遅延認識を継続する

施行日

（＝改訂された規程等
が適用される日）

①PBOの減少額と支払額との差額

②終了部分相当の未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）
として一括損益処理する

.制度の一部終了

のうち終了部分

Ⅱ-①：DB型制度を過去分を
含めてDC型制度（退職金前
払制度含む）へ移行

Ⅱ-②：.支払等を伴うDB型

制度からDB型制度への移
行

制度廃止日

（＝規程廃止の日、基金
解散の日、適年全部解
除の日）

①PBOの減少額と支払額との差額

②全ての未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）
として一括損益処理する

制度の全部終了Ⅰ： DB型制度の廃止又
は解散
（退職金規程廃止、厚年基
金解散、適年全部解除）

会計処理を行う時点会計処理の内容移行形態の分類制度移行等の種類
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いて、支払等の額が合
理的に算定できる日
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終了の会
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会計処理

改訂日

（上記参照）

注）制度の継続として分類されるが、会計
処理としては、制度の一部終了（上記参照）

制度の継続（例外）：.給付の大幅減額

①PBOの減少額と支払額との差額

②終了部分相当の未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）

として一括損益処理する

制度の一部終了
に準じる

（終了部分）

制度の継続Ⅱ-③：大量退職（例：概ね半
年以内に30％程度のＰＢＯ
が減少する場合）

制度の継続Ⅲ-①： DB型制度の将来分

のみをDC型制度（退職金前
払制度含む）へ移行
Ⅲ-②：支払等を伴わないDB
型制度からDB型制度への
移行

改訂日

（＝労使合意の結果、規
程等の変更が決定され
周知された日）

①PBOの増減額を過去勤務債務として遅
延認識する

②未認識債務の遅延認識を継続する

施行日

（＝改訂された規程等
が適用される日）

①PBOの減少額と支払額との差額

②終了部分相当の未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）
として一括損益処理する

.制度の一部終了

のうち終了部分

Ⅱ-①：DB型制度を過去分を
含めてDC型制度（退職金前
払制度含む）へ移行

Ⅱ-②：.支払等を伴うDB型

制度からDB型制度への移
行

制度廃止日

（＝規程廃止の日、基金
解散の日、適年全部解
除の日）

①PBOの減少額と支払額との差額

②全ての未認識債務

⇒①及び②の純額を終了損益（特別損益）
として一括損益処理する

制度の全部終了Ⅰ： DB型制度の廃止又
は解散
（退職金規程廃止、厚年基
金解散、適年全部解除）

会計処理を行う時点会計処理の内容移行形態の分類制度移行等の種類

【経過措置（適用指針15項）】

退職一時金制度からDCへ移行する場合であって、かつ、
会計基準変更時差異の未処理残高が存在する場合
⇒会計基準変更時差異未処理残高のうち終了部分相
当額から利益相当額（＝PBO減少額－DC移換額）を控
除した残額について残存償却年数又は分割拠出年数
の何れか短い年数によって定額償却を行うことができる

【経過措置（適用指針15項）】

退職一時金制度からDCへ移行する場合であって、かつ、
会計基準変更時差異の未処理残高が存在する場合
⇒会計基準変更時差異未処理残高のうち終了部分相
当額から利益相当額（＝PBO減少額－DC移換額）を控
除した残額について残存償却年数又は分割拠出年数
の何れか短い年数によって定額償却を行うことができる

支
払
等
の
有
無

支
払
等
の
有
無

【一部終了の会計処理】
①ＰＢＯ減少額と支払額との
　差額を一括損益処理
②終了部分相当の未認識債務
　を一括損益処理

【一部終了の会計処理】
①ＰＢＯ減少額と支払額との
　差額を一括損益処理
②終了部分相当の未認識債務
　を一括損益処理

【全部終了の会計処理】
①ＰＢＯ減少額と支払額との
　差額を一括損益処理
②全ての未認識債務を一括損益
　処理

【全部終了の会計処理】
①ＰＢＯ減少額と支払額との
　差額を一括損益処理
②全ての未認識債務を一括損益
　処理

Ⅰ.制度の全部終了
　①DB型制度の廃止又は解散
（退職金規程廃止、基金解散、適年全部解除）

Ⅰ.制度の全部終了
　①DB型制度の廃止又は解散
（退職金規程廃止、基金解散、適年全部解除）

終了
部分

継続

部分

【給付の増減額の会計処理】
①ＰＢＯ増減額を過去勤務債務
　として把握し、遅延認識
②未認識債務の遅延認識を継続

【給付の増減額の会計処理】
①ＰＢＯ増減額を過去勤務債務
　として把握し、遅延認識
②未認識債務の遅延認識を継続

例外
「給付の大幅減額」に該当する場合は、制度の
継続であるものの、（遅延認識の前提となる制
度の安定的存続という状況に該当しないため）
一部終了の会計処理を行う

例外
「給付の大幅減額」に該当する場合は、制度の
継続であるものの、（遅延認識の前提となる制
度の安定的存続という状況に該当しないため）
一部終了の会計処理を行う

Ⅲ.制度の継続
　①DB型制度の将来分のみをDC型制度（退
　　職金前払制度含む）へ移行
　②支払等を伴わないDB型制度からDB型制
　　度への移行

Ⅲ.制度の継続
　①DB型制度の将来分のみをDC型制度（退
　　職金前払制度含む）へ移行
　②支払等を伴わないDB型制度からDB型制
　　度への移行

①年金資産からの支給又は分配
②事業主からの支払又は現金拠出額の確定
③確定拠出年金制度への資産の移換

①年金資産からの支給又は分配
②事業主からの支払又は現金拠出額の確定
③確定拠出年金制度への資産の移換

PBO減少割合等により算定

（適用指針10～13項参照）

Ⅱ.制度の一部終了
　①DB型制度を過去分を含めてDC型制度
　　（退職金前払制度含む）へ移行
　②支払等を伴うDB型制度からDB型制度への
　　移行
　③大量退職
　（例：概ね半年以内にＰＢＯが30％程度減少）

Ⅱ.制度の一部終了
　①DB型制度を過去分を含めてDC型制度
　　（退職金前払制度含む）へ移行
　②支払等を伴うDB型制度からDB型制度への
　　移行
　③大量退職
　（例：概ね半年以内にＰＢＯが30％程度減少）

あり

なし
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退職一時金
制度

退職一時金
制度

・企業内部に留保した資産を原資として、退職金規程に基づき一時金として退職給付を支給する制度・企業内部に留保した資産を原資として、退職金規程に基づき一時金として退職給付を支給する制度

適格退職年金
制度

適格退職年金
制度

・事業主が信託銀行、生命保険会社等との間で締結する年金契約に基づく社外積立の企業年金で、税法
上の14の適格要件を充たした制度
・1962年（昭和37年）4月に米国にならって導入されたが、2001年6月の確定給付企業年金法の成立により
2002年4月以降の新規設立は認められず、2012年3月末までに廃止されることになった。

・事業主が信託銀行、生命保険会社等との間で締結する年金契約に基づく社外積立の企業年金で、税法
上の14の適格要件を充たした制度
・1962年（昭和37年）4月に米国にならって導入されたが、2001年6月の確定給付企業年金法の成立により
2002年4月以降の新規設立は認められず、2012年3月末までに廃止されることになった。

厚生年金基金
制度

厚生年金基金
制度

・厚生労働大臣の認可を得て設立される特別法人たる厚生年金基金が、国の厚生年金保険（老齢厚生年
金）の一部を代行するとともに、独自の年金給付を上積みする社外積立の企業年金制度
・1966年（昭和41年）10月に導入された。

・厚生労働大臣の認可を得て設立される特別法人たる厚生年金基金が、国の厚生年金保険（老齢厚生年
金）の一部を代行するとともに、独自の年金給付を上積みする社外積立の企業年金制度
・1966年（昭和41年）10月に導入された。

確定給付企業
年金制度

確定給付企業
年金制度

・2001年6月に成立した確定給付企業年金法により、2002年4月から実施された社外積立の企業年金制度
・制度の運営主体が別法人の基金である基金型と事業主である規約型の二種類がある。
・基金型企業年金は、事業主とは別の法人格を持つ基金が運営主体となるという意味では厚生年金基金
と類似しているが、国の厚生年金保険を代行している部分（＝代行部分）はない。
・規約型企業年金は、適格退職年金と類似しているが、受給権保護のための新たな規制（①積立義務、②
受託者責任、③情報開示）が課せられている。

・2001年6月に成立した確定給付企業年金法により、2002年4月から実施された社外積立の企業年金制度
・制度の運営主体が別法人の基金である基金型と事業主である規約型の二種類がある。
・基金型企業年金は、事業主とは別の法人格を持つ基金が運営主体となるという意味では厚生年金基金
と類似しているが、国の厚生年金保険を代行している部分（＝代行部分）はない。
・規約型企業年金は、適格退職年金と類似しているが、受給権保護のための新たな規制（①積立義務、②
受託者責任、③情報開示）が課せられている。

退職金前払
制度

退職金前払
制度 ・退職金を退職時に支給することに代えて、毎月の給与あるいは賞与に上乗せして支給する制度・退職金を退職時に支給することに代えて、毎月の給与あるいは賞与に上乗せして支給する制度

確定拠出年金
制度（DC）

確定拠出年金
制度（DC）

・掛金が給与等の一定割合等で決定され、各加入者ごとに設定される個人勘定に積み立てられた掛金と
その運用収益によって給付額が事後的に決まる社外積立の制度 別名日本版401（k）
・2001年10月より導入

・掛金が給与等の一定割合等で決定され、各加入者ごとに設定される個人勘定に積み立てられた掛金と
その運用収益によって給付額が事後的に決まる社外積立の制度 別名日本版401（k）
・2001年10月より導入

中退共中退共

・中小企業（一般業種の場合：従業員300名以下または資本金3億円以下の企業）が勤労者退職金共済機
構（中小企業退職金共済事業本部）と従業員ごとに退職金共済契約を締結し、当該契約をもとに企業が毎
月一定の掛金額（月額5千円～3万円）を勤労者退職金共済機構に納付すれば、従業員の退職時に勤労
者退職金共済機構から直接従業員に退職金が支給される制度
・企業が負担するのは定められた掛金のみであり、運用損失等についての追加負担はない。
・国からの補助（新規加入後4ヶ月目から1年間の掛金の1/2相当額など）もある。

・中小企業（一般業種の場合：従業員300名以下または資本金3億円以下の企業）が勤労者退職金共済機
構（中小企業退職金共済事業本部）と従業員ごとに退職金共済契約を締結し、当該契約をもとに企業が毎
月一定の掛金額（月額5千円～3万円）を勤労者退職金共済機構に納付すれば、従業員の退職時に勤労
者退職金共済機構から直接従業員に退職金が支給される制度
・企業が負担するのは定められた掛金のみであり、運用損失等についての追加負担はない。
・国からの補助（新規加入後4ヶ月目から1年間の掛金の1/2相当額など）もある。

通常の退職 予定退職率と実績退職率の差異、すなわち、数理計算上の差異として遅延認識
される

大量退職
大量退職とは、「工場の閉鎖や営業の停止等に伴い相当数の従業員が一時
に退職した結果、相当程度の退職給付債務が減少する場合　」をいう

①「終了部分の退職給付債務」と「大量退職に伴う支払等の金額」との差額を発生年度に一括損益処理
する

・長期的に想定した退職確率に収斂する可能性が極めて低く、数理計
算上の差異として遅延認識する根拠が失われたと考えられるため、制
度の一部終了として、退職給付債務の減少額と支払額等との差額を
一括損益処理する
・また、大量退職に伴い、退職給付制度の重要な部分が消滅したと考
えられるため、当該部分に相当する未認識債務を一括損益処理する

②大量退職直前の未認識債務総額に「終了部分の退職給付債務/大量退職前の退職給付債務」を乗じる
など合理的な方法て算定した大量退職部分に相当する未認識債務の金額を一括損益処理する

③上記①及び②の処理は、大量退職の原因となる計画が具体的に実行されたという事実に基づいて、
支払等の額が合理的に算定できる日において行う

長期的には想定した退
職確率に収斂する、との
仮定のもと、遅延認識が
認められている

長期的に想定した退職確
率に収斂する可能性が
極めて低いので、遅延認
識が認められない

大量退職の
会計処理

（適用指針8項、25項）

以下①－②により算定する
①大量退職前の従業員数及び基礎率に基づき計
算した退職給付債務
②大量退職後の従業員数及び基礎率に基づき計

算した退職給付債務　

以下①－②により算定する
①大量退職前の従業員数及び基礎率に基づき計
算した退職給付債務
②大量退職後の従業員数及び基礎率に基づき計

算した退職給付債務　

例：大量退職の計画に基づき、退職届を企業が正
式に受領したこと（実務対応報告Q3また書き）

例：大量退職の計画に基づき、退職届を企業が正
式に受領したこと（実務対応報告Q3また書き）

・概ね半年以内に30％程度の退職給付債務が減少
する場合、大量退職に該当することが多い
・但し、企業の実態に応じて判断すべき
　（適用指針25項）

・概ね半年以内に30％程度の退職給付債務が減少
する場合、大量退職に該当することが多い
・但し、企業の実態に応じて判断すべき
　（適用指針25項）

制度廃止日または施行日が翌期の場合における例外規
定（実務対応報告Q1（2）但書き）

制度廃止日または施行日が翌期の場合における例外規
定（実務対応報告Q1（2）但書き）

・原則として、翌期において制度終了の会計処理を行うが、
①規程等の改訂日が当期中であり、
②制度終了損失が発生する可能性が高く、
③金額を合理的に見積もることができる場合には、
　　　　　　　　↓
当該終了損失を当期の退職給付費用として計上（同時に退
職給付引当金を増加）する必要がある。

損失か利益
かでP/L計
上のタイミン
グが変わっ
てくるため要
注意！

損失か利益
かでP/L計
上のタイミン
グが変わっ
てくるため要
注意！

～年金2法（確定給付企業年金法・確定拠出年金法）の成立、施行を受けて～

●確定拠出年金の要
素を内包する確定給
付型プラン

キャッシュバランス
プラン

＜給付設計面の拡充＞

ポイント制

最終給与比例制

定額制

●2012年3月末までに
他制度へ移行

中退共

退職金前払制度

確定給付企業年金
・基金型
・規約型

確定拠出年金

z制度間の移行自由化

厚生年金基金

２法成立後

＜制度面の多様化＞

適格退職年金

厚生年金基金

２法成立前

退職一時金制度

中退共

退職金前払制度

適格退職年金

退職一時金制度

①給付の減額に伴う退職給付債務の減少額は、マイナスの過去勤務債務とし

て退職金規程の改訂日から遅延認識する

②給付減額前に発生していた未認識債務については、そのまま遅延認識を継
続する

給付の
大幅減額

例えば、会社内外に、会社再建計画の一環として退職給付制度を大幅に減
額改訂することが周知された場合で、当該再建計画に関する損益を一括損
益処理するケースが、給付の大幅減額に該当する

①給付の大幅減額により発生した過去勤務債務の全額を発生年度に一括損益処理する

・過去勤務債務を遅延認識する前提である「制度の安定的存続の状態」が崩れているため、
制度の一部修了の処理に準じ、過去勤務債務を一括損益処理する
・ また、給付の大幅減額に伴い、退職給付制度の重要な部分が消滅したと考えられるため、

当該部分に相当する未認識債務を一括損益処理する

②給付の大幅減額直前の未認識債務総額に「退職給付債務減少額（＝過去勤務債務）/給付の大幅減額前
の退職給付債務」を乗じるなど合理的な方法て算定した給付の大幅減額部分に相当する未認識債務の金額
を一括損益処理する

③上記①及び②の処理を退職金規程等の改訂日において行う

④大幅な給付減額を行った旨、及び損益計算書に与える影響額をF/Sに注記する

制度の安定的存続
を前提として過去
勤務債務の遅延認
識を認めている

制度の安定的存続
という前提が崩れ
てしまうので遅延
認識が認められな

い

給付の大幅減額
の会計処理

（適用指針32項）

通常の
給付減額

な
ぜ
退
職
給
付
制
度
の
見
直
し
が
必
要
な
の
か
？

な
ぜ
退
職
給
付
制
度
の
見
直
し
が
必
要
な
の
か
？

市場金利水準や昇給・
退職実績の変動により
ＰＢＯや数理債務が大
きく変動するリスクを
抱えている

市場金利水準や昇給・
退職実績の変動により

ＰＢＯや数理債務が大
きく変動するリスクを
抱えている

株価や債券価格の変
動により年金資産が大
きく変動するリスクを
抱えている

株価や債券価格の変
動により年金資産が大
きく変動するリスクを
抱えている

制度見直しの例

2012年適年廃止
（∵受給権保護不十分）

2012年適年廃止
（∵受給権保護不十分）

退職給付費用の
変動リスク

退職給付費用の
変動リスク
退職給付費用の
変動リスク

退職給付費用の
変動リスク

【
会
計
・
財
務
面
】

【
制
度
面
】

キャッシュフロー
の変動リスク

キャッシュフロー
の変動リスク
キャッシュフロー
の変動リスク

キャッシュフロー
の変動リスク

一般的な従来の確定給付型制度が抱えている問題点

①確定拠出年金への移行
②退職金前払制度への移行
③中退共への移行
④ＣＢプランの導入
⑤代行返上　　etc.

①確定拠出年金への移行
②退職金前払制度への移行
③中退共への移行
④ＣＢプランの導入
⑤代行返上　　etc.

①確定給付企業年金への移行
②確定拠出年金への移行
③中退共への移行
④退職一時金制度への移行
⑤退職金前払制度への移行　etc.

①確定給付企業年金への移行
②確定拠出年金への移行
③中退共への移行
④退職一時金制度への移行
⑤退職金前払制度への移行　etc.

キャッシュバランスプラン

確定給付型年金制度の一形態として、厚生年金基金又は規約型・基金型確定
給付企業年金において導入が認められた混合型（ハイブリッド型）年金の1つ
（金利連動型の利息付ポイント制度）

期末仮想個人勘定残高 ＝
期首仮想

個人勘定残高
＋

当期
拠出クレジット

＋
当期

利息クレジット

・一定額
・基本給×一定割合
・当期付与ポイント×ポイント単価

期首仮想個人勘定残高　×　再評価率.

退職時における仮想個人勘定残高
×

退職事由別の支給係数

給付額（年金原資）
＝

国債利回り等により設定

退
職
給
付
見
込
額
の
う
ち

当
期
ま
で
の
発
生
額

退
職
給
付
債
務

予想退職時

退職給付見込額

現在

割引率4％

金利低下による
割引率の引下げ

（PBOは増加する
はずだが・・・）

退
職
給
付
見
込
額
の
う
ち

当
期
ま
で
の
発
生
額

退
職
給
付
債
務
　

予想退職時

退職給付見込額

現在

割引率2％

CBプランの場合、
金利水準の低下に伴い
　　　　↓
　再評価率が低下

　　　　↓
利息クレジットが小さくなる
　　　　↓
仮想個人勘定残高が小さくなる
　　　　↓
給付額（年金原資）が小さくなる

　　　　↓
退職給付見込額が小さくなる
　　　　↓
PBOも小さくなる

∴割引率低下に伴うPBOの増加
を緩和する効果がある

CBプランの場合、
金利水準の低下に伴い
　　　　↓
　再評価率が低下
　　　　↓
利息クレジットが小さくなる
　　　　↓
仮想個人勘定残高が小さくなる
　　　　↓
給付額（年金原資）が小さくなる
　　　　↓
退職給付見込額が小さくなる
　　　　↓
PBOも小さくなる

∴割引率低下に伴うPBOの増加

を緩和する効果がある

期首仮想個人勘定残高を期末時点で再評価した金額
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【A】 退職給付制度見直しの必要性 【B】 退職給付制度の選択肢拡大 

【D】 各退職給付制度の概要 

制度を改訂したときの会計処

理はどうなるのか？ 

年金 2 法成立後、

どのような制度へ

の移行が可能とな

ったのか？ 

【F】 退職給付制度間移行の会計処理の体系図 

体系マップの読み方：各シート間を結ぶ矢印に付いているコメントで各シート間の関係を把握しながら、各シートの標題のアルファベット順（A、B、C・・・）に読み進めて下さい 

CB プランとは？ 

 

CBプランの最大の特

徴である金利変動緩

和効果とは？ 

各制度の内容は？ 

 

どのように分類できるか？ 

簡便法の場

合、「一部終

了の会計処

理」はどのよ

うになるか？ 

簡便法の場合 

DC と中退共の会計処理は？ 

大量退職の場合、何故、制度の

一部終了の処理を行うのか？ 

 

その会計処理の内容は？ 

【C】 ＣＢプランの概要とＣＢプランの金利変動緩和効果 

年金業務政令指定法人（厚生労働省）/ Member Firm of Abelica Global    http://www.iicp.co.jp/ 

2007年2月改正
⇒改正実務対応報告第2号「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」

例外処理（オフバランス処理）を採用している複数事業主制度（例：総合
型基金）からの移行について会計処理が明確化されていなかったのでこ
れを明確化

改正の目的

①移行時における未積立退職給付債務（＝PBO－年金資産）
の額は、一時の損益（原則として特別損益）として処理

②追加的な拠出が求められる場合には、要拠出額を上記の損
益に含めて処理

③退職給付制度間の移行が翌期以降に見込まれている場合
には、損失発生の可能性等に応じて、損失見積額を費用計上
又は財務諸表へ注記

①原則法を採用していた場合と同様に、制度の終了の会計処
理に準じて処理
⇒一般には、追加的な拠出が求められる場合に要拠出額を費
用として処理

②翌期以降の解散又は脱退が見込まれている場合には、損
失発生の可能性等に応じて損失見積額を費用計上又は財務
諸表へ注記

例外処理（オフバランス処理）を採
用していた複数事業主制度を解散・
脱退した場合の会計処理

例外処理（オフバランス処理）を
採用していた複数事業主制度か
ら他の確定給付型の退職給付制
度への移行に際して、移行後に
原則法（オンバランス処理）を採
用することとなる場合の会計処理

・終了前後の簡便法による「みなし退職給付債務」（例：期
末自己都合要支給額）の差額を退職給付債務減少額とし、
これと支払等の差額を一時損益処理

　　　　　　　　　　　＋
・簡便法において唯一認められている未認識債務である
会計基準変更時差異は、終了時点のみなし退職給付債
務減少割合相当額を一時損益処理
（適用指針35項）

・終了前後の簡便法による「みなし退職給付債務」（例：期
末自己都合要支給額）の差額を退職給付債務減少額とし、
これと支払等の差額を一時損益処理

　　　　　　　　　　　＋
・簡便法において唯一認められている未認識債務である
会計基準変更時差異は、終了時点のみなし退職給付債
務減少割合相当額を一時損益処理
（適用指針35項）

印刷時のご注意：印刷モードを「高画質」に設定の上、「A３カラー」で印刷して下さい 

期末日現在で未拠出の掛金要拠出額は、未払金として負債計上
（PBOの認識、退職給付引当金の計上は不要）

（参考）
中退共の
取扱い

その他の退職給付費用に関する事項として、DC掛金要拠出額
（費用計上額）を注記

DCに準ずる

P/L上のDCの取扱い DC掛金の要拠出額を退職給付費用として費用処理

B/S上のDCの取扱い

DCの開示

【J】 複数事業主制度に関連した制度間移行の会計処理 
【H】 大量退職の会計処理 

給付の大幅減額の場合、何故、制度の一

部終了に準じた処理を行うのか？ 

【E】 DC（中退共）の会計処理 

【Ｉ】 給付の大幅減額の会計処理 

【G】 退職給付制度間移行の会計処理一覧表 


